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03 民生費

01 社会福祉費

03 障がい者福祉費

障がい者支援課

作　成　者： 財政課　５（簡略番号 ）

平成21年度 001 一般会計

１１号補正

1506000000

044636

086

00

0

00

障がい者自立支援特別対策事業 子育てを支援し、お年寄りが元気な

障がい者の自立と社会参加の推進

安心して健やかにくらせる健康と福

『ひと』がいきいき

0

482002,5620

3,0443,04425,74622,702

補正後の額補正前の額

0

歳出予算事業概要書

県支出金

16 2,5624 共済費 都道 02 02 01 064
7 賃金 障害者自立支援特別対策事業補助金

11 需用費
12 役務費
13 委託料
15 工事請負費
18 備品購入費
19 1,925負担金補助及び交付
20 1,119扶助費

款

項

目

所属課ｺｰﾄﾞ

所属課名

内線番号

大事業

中事業

小事業

細事業

調整結果額
うち復活額

国庫支出金 地方債 その他 一般財源

実

施

計

画

財源内訳

部

章

節

細 節

要求額

各　課

一般財源

財源 細節款 項 目 節
本年度の財源内訳節

金 額 金 額区分
１．事業の概要と必要性

２．根拠法令

３．用地の状況

４．基本計画との関連

５．本年度の計画効果

実施計画計上額

目 的 別

性 質 別

６．財源の説明

について実施の必要が生じたため。
①　事業の概要

①事務処理安定化支援事業

　地域生活の基盤を整備する事ができる。
　新体系事業への移行及び事業運営の安定化と質の向上を図ることにより、障がい者の
②事業効果
　障がい者福祉を推進する。
　事業への移行を促進し事業運営の安定化と障害福祉サービスの質の向上を図り、
　障害者自立支援法の施行後の不足する部分を本事業の実施によって補完する。新体系

国の定める障害者自立支援対策臨時特例交付金に基づく特別対策事業の新規メニュー
補正理由

　とにより、障がいのある人へのサービスの確保が図られる。
　場合に助成を行うものである。新体系事業への移行を促進し事業運営の安定化を図るこ
　　旧体系施設が新体系の事業に移行した際、旧体系の報酬水準を基準とした額を下回る
②移行時運営安定化事業
　確保し、もって障害福祉サービスの質の向上が図られる。
　処理を適正に実施し、直接サービスを提供する職員の利用者に対する安定した　支援を
　効果的に配置することによって、利用者負担の上限管理、請求事務、指定申請等の事務
　　障害者自立支援法施行に伴う事務処理に係る事務が定着するまでの間、事務職員を

鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業実施要綱

１　財源の内訳
　県支出金

　　　1,119,000×10/10＝1,119,000
　②移行時運営安定化事業

　①事務処理安定化支援事業
　　　1,925,000×3/4=1,443,000
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